
 

 

 

 

１．運転または建設中の発電所（設備容量 運転中：13 基 計 1128.5 万 kW、建設中：1基 計 28.0 万 kW） 

利用率・稼働率（％） 発電電力量（億 kWh）   項 目 

発電所名 

現状 

平成 19 年度 運開後累計 平成 19 年度 運開後累計 

１号機 
定期検査中 

(H19.2.16～H19.10 下旬)

１３．２

１３．７ 

６７．０

６９．７ 

２．０ ７８６．１日本原子力発電㈱ 

 

敦 賀 発 電 所 
２号機 

定期検査中 
(H19.8.26～H20.1 中旬)

７４．３

８０．３ 

８２．０

８２．３ 

３７．８ １,７１９．５

日本原子力研究開発機構 

 

高速増殖原型炉もんじゅ 

性能試験中 

（事故停止中） 

――――― 

（H7.12.8 中間熱交換器(C)二次系出口配管からのナトリウム漏えいに伴い、

            原子炉手動停止。) 

１号機 運転中 
１５．３

１６．５ 

５１．０

５３．５ 

２．２ ５６０．０

２号機 
定期検査中 

(H19.7.20～未定) 

６０．４

６０．３ 

６２．１

６３．７ 

１３．２ ９５７．９

関 西 電 力 ㈱ 

 

美 浜 発 電 所 

３号機 運転中 

４７．７

４７．４ 

６９．１

７０．２ 

１７．２ １,５４３．１

１号機 運転中 

８０．８

８１．７ 

６５．７

６６．８ 

４１．６ １,９３０．５

２号機 
定期検査中 

(H19.9.30～H19.12 下旬)

１０１．６

９９．７ 

７２．６

７３．４ 

５２．４ ２,０８１．５

３号機 運転中 
１０１．４

１００     

８４．５

８４．６ 

５２．５ １,３７９．９

関 西 電 力 ㈱ 

 

大 飯 発 電 所 

４号機 運転中 

５８．８

５８．４ 

８５．５

８５．４ 

３０．４ １,２９６．９

１号機 運転中 

１０３．９

１００     

６８．４

６９．３ 

３７．６ １,６２８．１

２号機 
定期検査中 

(H19.8.17～未定) 

７９．３

７５．６ 

６９．２

７０．２ 

２８．７ １,５９６．２

３号機 運転中 
１０３．９

１００     

８４．７

８４．６ 

３９．６ １,４６７．１

関 西 電 力 ㈱ 

 

高 浜 発 電 所 

４号機 運転中 

５３．７

５２．８ 

８４．６

８４．５ 

２０．５ １,４４０．４

 合 計 
７６．０

６８．２ 

７２．９

７１．４ 

３７６．５ １８,３８７．６

 (注) 利用率・稼働率・電力量は平成 19 年９月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て。 

 

 

原子力発電所の運転および建設状況 
原子力安全対策課 

平成19年 10月４日現在

（上段）設備利用率＝ 

発電電力量 

――――――――― 

認可出力×暦時間 

×100（％）

（下段）時間稼働率＝ 

発電時間 

――――――――― 

暦時間 

×100（％）
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２．各発電所の特記事項（平成 19 年９月６日～10 月４日） 

発電所名 特記事項 

敦賀１号機 ○第 31 回定期検査（H19. 2.16 ～ H19.10 月下旬予定※） 

 ・発電停止   （H19. 2.16   0:00） 

・原子炉起動    (H19. 8.29  19:00)、臨界( 8.29  20:20) 

・調整運転開始  (H19. 9. 1  14:00) 
※ 平成19年５月下旬に定期検査を終了する予定であったが、国の特別な検査や原子炉給水ポンプ

ミニマムフロー配管曲がり部からの漏えい事象に対応するため、９月下旬まで定期検査期間を

延長していた。その後発生した再循環ポンプメカニカルシール機能低下の事象に対応するた

め、定期検査期間を更に延期した。 

●再循環ポンプメカニカルシール機能低下に伴う原子炉手動停止 

・９月１日より調整運転中のところ、３台ある原子炉再循環ポンプのう

ち、Ａ号機軸封部（メカニカルシール）のシール水量が、通常値の範囲

内で、漸増する傾向が認められた。また、Ｃ号機軸封部についてシール

水量の変動が認められた。 

・このため、当該軸封部を取り替えることとし、９月 26 日０時に出力降

下開始、４時に発電停止、９時に原子炉を停止した。 

・原因調査の結果、微細な異物が軸封部に混入して、シール機能が低下

したものと推定された。 

・対策として、ＡおよびＣ号機の軸封部を取り替えた。 
（平成 19 年９月 25 日、平成 19 年 10 月２日 公表済）

敦賀２号機 ○第 16 回定期検査（H19. 8.26※ ～ H20.1 月中旬予定） 
・発電停止   （H19. 8.26   0:00） 
※ 第 16 回定期検査は、発電設備の総点検結果を踏まえた国の特別な検査に対応するため、年度

当初の計画（平成 19 年９月上旬開始）を前倒し、平成 19 年７月下旬開始を予定していたが、

新潟県中越沖地震発生に伴い、作業員の確保が困難なことから、８月26 日開始とした。 

ふげん ○廃止措置準備中 （H18.11. 7  廃止措置計画認可申請） 

○第 20 回定期検査（H18. 9.29 ～ H19.10 月末予定※） 
※ 平成 19 年９月下旬に定期検査を終了する予定であったが、国の検査に先立ち実施する社内

自主検査のために必要な建屋の健全性確認のため、９月初旬よりコンクリート壁の試料を採取

し、詳細な評価を行うこととしたことから、10 月末まで定期検査期間を延長した。 

もんじゅ ○初装荷燃料の変更計画(H18.10.13 原子炉設置変更許可申請、 

H19. 5.25 一部補正) 

○プラント確認試験（H19. 8.31 ～ H20.８月予定※） 
※ プラント確認試験は、平成 20 年５月終了予定としていたが、プラント全体の確認をより慎重

に行うため、試験項目および工程の見直しを行い、試験期間を延長した。 

○平成 19 年度設備点検（H19. 4. 2 ～ H20.３月予定） 

美浜１号機 ○第 22 回定期検査（H18.11. 1 ～ H19. 9.27※） 

 ・発電停止   （H18.11. 1   9:00） 

・原子炉起動    (H19. 8.29   1:00)、臨界( 8.29   9:26) 

・調整運転開始  (H19. 8.31  21:09) 

・営業運転再開 (H19. 9.27  16:35) 
※ 平成 19 年２月下旬に定期検査を終了する予定であったが、余熱除去系統サンプリングライ

ンの溶接事業者検査手続き漏れや原子炉格納容器内の壁面からの水のにじみ等に対応するた

め、定期検査期間を延長した。 

○：定期検査関係、●：異常事象 
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発電所名 特記事項 

美浜２号機 ○第 24 回定期検査（H19. 7.20 ～ 未定※） 

 ・発電停止   （H19. 7.20  10:30） 
※ 平成 19 年 11 月下旬に定期検査を終了する予定であったが、Ａ－蒸気発生器入口管台溶接部

での傷に対応するため、定期検査期間を延長する。 
●Ａ－蒸気発生器入口管台溶接部での傷 

 ・蒸気発生器の１次冷却材出入口管台溶接部内面の応力腐食割れ予防保

全工事として実施するショットピーニング工事に先立ち溶接部内面の

渦流探傷試験を実施したところ、Ａ－蒸気発生器入口管台溶接部で有意

な指示が認められた。 

・超音波探傷試験等を実施した結果、深さが約 13mm の傷が確認されたた

め、この傷について、今後、詳細な原因調査および補修方法を検討する。
               （平成 19 年９月 25 日 公表済）

大飯１号機 ●１次冷却材ポンプ封水注入フィルタからの漏れに伴う原子炉手動停止 

・定格熱出力一定運転中の９月３日、原子炉補助建屋内の１次冷却材ポ

ンプのＡ－封水注入フィルタ付近から漏えいが認められたため、当該フ

ィルタを隔離し、漏えいは停止した。 

・漏えい量は 3.4 ㎥（放射能量は約 6.8×10５Bq）と推定され、原子炉補

助建屋の床ドレンタンクに回収された。また、漏えいの間、プラント排

気筒ガスモニタの指示値がわずかに上昇したが、今回放出された放射能

量は、放出管理目標値（3.9×1015Bq／年）に比べ十分低く、周辺環境

への放射能の影響はない。 

・当該フィルタの点検および補修のため、９月５日０時 49 分に原子炉を

手動停止した。 

・原因は、7月に実施した当該フィルタ取替作業時にフランジ部が片締め

となっており、フィルタ内の圧力によりＯリングの一部が外側に押し出

され続けた結果、Ｏリングが破断し、漏えいに至ったものと推定された。

・対策として、ＡおよびＢ－フィルタのＯリングについて片締めになら

ないよう隙間管理を行い、新品に取り替えた。 
（平成 19 年９月４日、平成 19 年９月７日 公表済） 

●Ｂ－非常用ディーゼル発電機の待機除外       （添付資料－１）

大飯２号機 ○第 21 回定期検査（H19. 9.30 ～ H19.12 月下旬予定） 

 ・発電停止   （H19. 9.30  10:00） 

●復水処理建屋内での配管点検準備作業中の負傷    （添付資料－２）

○：定期検査関係、●：異常事象 
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発電所名 特記事項 

高浜２号機 ○第 24 回定期検査（H19. 8.17 ～ 未定※） 

 ・発電停止   （H19. 8.17  10:31） 
※ 平成 19 年 11 月上旬に定期検査を終了する予定であったが、制御棒クラスタ動作検査時の制

御棒の動作不良に対応するため、定期検査期間を延長する。 
●制御棒クラスタ動作検査時の制御棒の動作不良 

・今定期検査において、制御棒クラスタ動作検査として、オーバラップ

操作を行い、制御棒の位置を確認したところ、全ての制御棒位置が全挿

入位置にあるべきところ、制御棒１本が制御棒位置指示装置の指示でほ

ぼ全引き抜き位置にあることを示していた。 

・当該制御棒の位置指示装置を点検した結果、異常はなかった。 

・また、当該制御棒を手動操作したところ、制御棒駆動装置の電流波形

が正常動作時とは異なっていたため、制御棒駆動装置または制御棒の動

作不良と判断された。 

・今後、当該制御棒の動作不良の原因について詳細な調査を行う。 
（平成 19 年 10 月２日 公表済）

高浜３号機 ●Ａ－非常用ディーゼル発電機の待機除外              （添付資料－３）

○：定期検査関係、●：異常事象 

 

 

３．燃料輸送実績（平成 19 年９月６日～10 月４日） 

 

＜新燃料輸送＞ 

 

＜使用済燃料輸送＞ 

なし 

 

 
４．低レベル放射性廃棄物輸送実績（平成 19 年９月６日～10 月４日） 

 

 発電所名 概   要 

高浜３号機 ・新燃料集合体 24 体を三菱原子燃料(株)より受け入れ（９月 21 日）

高浜３号機 ・新燃料集合体 24 体を三菱原子燃料(株)より受け入れ（９月 28 日）

発電所名 概   要 

美浜発電所 青森県の日本原燃㈱低レベル放射性廃棄物埋設センターに、充填固化

体 1,200 本（輸送容器数 150 個）を搬出 

（10 月 2 日 美浜発電所出港）
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（参考） 
 

１．記者発表実績（平成 19 年９月６日～10 月４日） 
年月日 番号 発  表  件  名 

H19.09.07  47  
大飯発電所１号機の原子炉手動停止について（１次冷却材ポンプ封水注入フィル

タからの漏れの原因と対策） 

H19.09.18  48  
平成１９年度の原子力発電所の運転・建設計画について（使用済燃料集合体輸送

計画および新燃料集合体輸送計画の変更） 

H19.09.21  49  高浜発電所３号機の新燃料輸送について 

H19.09.25  50  
敦賀発電所１号機の原子炉手動停止について（原子炉再循環ポンプメカニカルシ

ールの機能低下） 

H19.09.25  51  
美浜発電所２号機の定期検査の状況について（Ａ－蒸気発生器入口管台溶接部で

の傷について） 
H19.09.26  52  美浜発電所の低レベル放射性廃棄物の輸送について 

H19.09.27  53  美浜発電所１号機の営業運転再開について（第２２回定期検査） 
H19.09.28  54  高浜発電所３号機の新燃料輸送について 

H19.09.28  55 大飯発電所２号機の第２１回定期検査開始について 

H19.10.02  56  
敦賀発電所１号機の原子炉手動停止について（原子炉再循環ポンプメカニカルシ

ールの機能低下の原因と対策） 

H19.10.02  57  
高浜発電所２号機の定期検査状況について（制御棒クラスタ動作検査時の制御棒

の動作不良） 
 
 
２．主な出来事（平成 19 年９月６日～10 月４日） 

年月日 概      要 

H19.09.06 ・敦賀市原子力発電所懇談会 

H19.09.07 ・福井県原子力安全専門委員会（第 39 回） 

・日本共産党福井県委員会および日本共産党嶺南地区委員会は、原発の消防防災体制の抜

本的強化について、県に申し入れ 

H19.09.10 ・敦賀｢原子力｣夏の大学開催（敦賀市）（～14 日、主催：国立大学法人福井大学、(独)日

本原子力研究開発機構、(財)若狭湾エネルギー研究センター） 

H19.09.20 ・日本原子力発電㈱、関西電力㈱および(独)日本原子力研究開発機構は、柏崎刈羽原子力

発電所で観測されたデータに基づく概略影響検討結果について、国、県および立地市町

に報告 

H19.09.27 ・原子力防災セミナー（越前市） 

H19.09.28 ・県は、新検査制度に関する要望書を経済産業省に提出（東京） 
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平成１９年度安全協定に基づく軽微な異常事象 

 
大飯発電所１号機 Ｂ－非常用ディーゼル発電機の待機除外 

 

・発生日：平成19年８月10日 

・終結日：平成19年８月11日 

・放射能による周辺環境への影響：なし 

・国の取扱い：報告対象外 

・安全協定上の取扱い：異常事象（第７条第５号「発電所に故障が発生したとき」） 

 

１．概要 

  定格熱出力一定運転中の８月10日、２台ある非常用ディーゼル発電機のうちＢ号機の定期負荷

試験※１を実施していたところ、シリンダ冷却水フランジ部から水漏れが確認された。 
 漏えい箇所を確認した結果、フランジ部のパッキンに損傷が確認され、Ｂ号機の機能に影響が

あることから、保安規定の運転上の制限※２を満足していないものと判断し、待機除外とした。同

日に当該部のパッキンを新品に取り替え、翌 11 日に再度定期負荷試験を行って健全性を確認し、

保安規定の運転上の制限を満足した状態（待機状態）に復帰した。 
本事象による環境への放射能の影響はなく、プラントへの影響もない。 

 
※1 定期負荷試験 ： 

非常用ディーゼル発電機の機能の健全性を確認するための試験。（１回／月） 
※2 保安規定の運転上の制限 ： 

運転中は、非常用ディーゼル発電機２台が動作可能であることが求められている。１台が動作不能（待
機除外）となったときは、残りの１台について４時間以内に起動試験を行い、動作確認を行うことが
定められている。 

[平成19年９月５日 プレス発表済] 

 

漏えい箇所について確認した結果、パッキンに経年変化によるひび割れ等が確認されており、

また、その後の詳細調査の結果、パッキンを固定するフランジ部を取付ける際に片締めとなり、

当該部破損箇所は締付け力が不十分な状態であったことが確認された。  
 
２．原因 
 フランジ部が片締めとなっていたため、当該部破損箇所の締付け力が不十分な状態であったこ

とに加え、長期間の締付けによってパッキンの反発力（締付け力）が低下したことにより、パッ

キン接触面の摩擦力が低下し、当該部のパッキンが水圧によってフランジ外側へと押し出された。

また、パッキンが押し出された箇所において外気との接触による硬化およびき裂の進展が繰り返

され、最終的にパッキンが破断し、シリンダ冷却水が漏えいしたものと推定された。  
 
３．対策 
 締付け不足が発生しないよう、パッキンの取付け時の締付け量について数値管理を行うことと

し、作業手順書に反映する。また、長期間の締付けによる締付け力の低下を考慮しパッキンの取

替え周期について検討を行う。 

添付資料―１ 

6



　　　　　大飯発電所１号機　Ｂ－非常用ディーゼル発電機の待機除外について

添付図　１

【Ｂ－非常用ディーゼル発電機の仕様】
　　出　 力 ： ５，５００ｋＷ
　　全　 長 ： 約７ｍ
　　全　 高 ： 約４ｍ
　　全 　幅 ： 約４ｍ

Ｂ－非常用ディーゼル発電機概要図

Ａ方向

Ｎｏ．１　シリンダ部

【パッキンの仕様】
材質 ：ニトリルゴム
最高使用温度：１００℃

約４９ｍｍ

約１２０ｍｍ

約８２ｍｍ

厚さ：約２．５ｍｍ

パッキン

シリンダカバー
（炭素鋼）

フランジ（炭素鋼）

冷却水上導管
（炭素鋼）

シリンダブロック
（炭素鋼）

パッキンの点検結果

パッキン

フランジ

シリンダブロック

フランジ部の概要図

　赤線は漏えい時のフランジ端面をマーキング

ひび割れ

当初の締め付け跡

破断面の観察
ひび割れ

割れの進展

外側内側

外側のひび割れを起点として、内側に向かって進展して
いる様相。

Ａ方向より見た断面概要図

冷却水入口主管

冷却水出口主管

Ｎｏ．１
シリンダ部

漏えい箇所

シリンダブロック

シリンダカバー

フランジ部

：シリンダ冷却水の流れ

：シリンダ
冷却水の流れ

漏えい

漏えい箇所

冷却水系統内圧力 ：　（運転時）約２００～２５０ｋＰａ
　　　　　　　　　　　　　 　（待機時）約４０ｋＰａ
冷却水系統内温度 ：　（運転時）９０℃未満
　　　　　　　　　　　　　　 （待機時）約６０～８０℃

漏えい箇所

推定メカニズム

シリンダブロック

フランジ

フランジ取付け時に片締めとなり、
締付け量が不十分な箇所が発生

パッキン

バッキンはみ出し部が経年変化
により硬化し、ひび割れが発生

シリンダ冷却水流路

・長時間の締付けによりパッキンの反発力
（締付力）が低下することによってパッキン
接触面の摩擦力が低下
・シリンダ冷却水の水圧で押し出しが発生

硬化・ひび割れ

水圧

シリンダ冷却水流路

締付力

押し出し

・押し出し部が経年変化により硬化し、
　ひび割れを起点にき裂が進展
・運転を繰り返すごとにさらに進展し、
　シリンダ冷却水の水圧に耐えられなく
　なり破断

水圧

シリンダ冷却水流路

硬化・ひび割れを基
点にき裂が進展

断面図

締付力

反発力 破断

シリンダ冷却水
タンクより
（純水補給）
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平成１９年度安全協定に基づく軽微な異常事象 

 
大飯発電所２号機 復水処理建屋内での配管点検準備作業中の負傷 

 

・発生日：平成19年９月11日（異常事象に該当すると判断された日） 

・終結日：平成19年９月19日（再発防止対策が完了した日） 

・放射能による周辺環境への影響：なし 

・国の取扱い：報告対象外 

・安全協定上の取扱い：異常事象（第７条第10号「原子炉施設等において人に障害が発生したとき」） 

 

 

１．概要 

大飯発電所２号機は定格熱出力一定運転中のところ、平成 19 年９月 10 日、1,2 号機復水処理

建屋１階面の機器搬出入口において、配管点検の準備作業のため、トラックの荷台からスチール

バンドで固縛した足場板20枚（約140kg）を、３階面までクレーンで吊り上げる作業を実施して

いたところ、同日 11 時 40 分頃、吊り上げ途中で荷崩れを起こし、足場板がトラック荷台に落下

した。その際、落下した衝撃で固縛していたスチールバンドが切れ、足場板の一部が跳ね上がり、

吊り作業の介添えとしてトラックの荷台にいた作業員に当たり、左足、右肩および腰を負傷した。 
 

 

２．原因 

足場板の吊り上げ作業は、計１０回計画しており、午前中に既に２回完了していた。この２回

は、吊具（ナイロンスリング）で吊荷を絞り込むように掛ける「目通し」により作業を行ってい

たが、被災時は吊具をそのまま吊荷に回して掛ける「半掛け」にて作業を行っていた。 
玉掛作業者は、吊り上げ作業の際、吊荷が若干傾いていることに気付いたが、吊荷が落下する

ことはないと判断し吊り作業を続行した。しかし、吊荷が２階面に近づいた際、バランスの悪か

った吊荷が徐々に滑り出し、トラック上に落下したものと推定された。 
被災時、吊荷の拘束力が弱い「半掛け」を採用したのは、以下のような経緯であった。 
・トラック上の玉掛け作業者は、２回目の吊り作業終了後、午前中の作業は終了したものと考

え、３回目の吊り準備（「目通し」）をしていなかった。 
・３階面のホイスト操作者は、午前中に３回目の吊り上げ作業を完了させるものと考え、吊り

具を１階面まで降ろした。 
・玉掛け作業者は、降りた吊り具をそのまま使用し、「半掛け」にて吊り作業を開始した。 
 

 
３．対策 

今後、吊上げ作業にあたっては、吊荷の拘束力が弱い「半掛け」を原則禁止とし、吊荷の形状

により「半掛け」を行う際は、滑り防止措置等の事前確認を実施する。また、作業開始時の吊荷

状態確認は、吊荷の正面から行うとともに、傾きなどの異常を認めた場合には、一旦作業を止め

状態確認や吊荷の再調整を行うこととする。 

今回の事例について協力会社に周知・徹底を図った。 

添付資料―２ 
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大飯発電所１、２号機　復水処理建屋内における協力会社作業員の負傷について

発生時の状況概要図

２号 １号

タービン建屋

原子炉補助建屋

大飯発電所１．２号機
復水処理建屋

発生場所

上から見た図

玉掛作業者玉掛補助者 被災者
（玉掛補助者）

約１ｍ

約５．５ｍ

ＥＬ９．５ｍ

被災者
（玉掛補助者）

介添ロープ

クレーン

足場板
（２０枚、約１４０ｋｇ）

足場板の吊り上げ時の状況

【足場板仕様】
縦　：　約２ｍ
横　：　約２５ｃｍ
重さ：　約７ｋｇ
材質：　スチール（鋼鉄）

ＥＬ１６．０ｍ

ＥＬ２１．３ｍ

クレーン運転者

玉掛作業者

監視人

玉掛補助者

発生場所

添付図　２

約５．５ｍ

約２．１ｍ

玉掛作業者

玉掛補助者

作業はトラックの荷台上で行っていた

【ナイロンスリング仕様】
材質：超高強力ポリエステル
基本使用荷重：２．８８ton
寸法：幅約５ｃｍ、長さ約２．９m

【スチールバンド仕様】
幅　：約１９mm
厚さ：約０．６mm
端部は留め金具を圧着

約７．３ｍ

約９ｍ

ＥＬ３０．３ｍ

吊荷が傾いていたため、
徐々にバランスを崩し、落
下。

足場板

足場板

足場板

１０枚×２列

約２ｍ

約４３ｃｍ

足場板１枚７ｋｇ
（２０枚で１４０ｋｇ）

スチールバンド

ナイロンスリング玉掛方法
「半掛け」

対策（玉掛方法「目通し」）

約５０ｃｍ

絞り込みにより
吊荷がずれにくい

１階面

２階面

３階面

吊荷の位置
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平成１９年度安全協定に基づく軽微な異常事象 

 
高浜発電所３号機 Ａ－非常用ディーゼル発電機の待機除外 

 

・発生日：平成19年９月28日 

・終結日：平成19年９月29日 

・放射能による周辺環境への影響：なし 

・国の取扱い：未定 

・安全協定上の取扱い：異常事象（第７条第５号「発電所に故障が発生したとき」） 

 

１．概要 

  定格熱出力一定運転中の９月28日、２台ある非常用ディーゼル発電機のうちＡ号機（以下、A－
D/G）の定期起動試験（１回／月）を実施したところ、ディーゼル機関（１４気筒）の№１シリン

ダ始動弁※１付近にて異音と温度上昇が確認されたため、同DG を停止するとともに、保安規定に基

づく運転上の制限※２を満足していないと判断した。 
本事象による環境への放射能の影響はなく、プラントの運転にも影響はない。 
当該始動弁の分解点検を行った結果、弁体と一体となっている長尺の弁棒を上部で固定している

ナットの廻り止めピンがなく、ナットに緩みが生じ、弁体が下がり完全に閉止していない状態であ

った。他の始動弁（13台）についても、廻り止めピンがなく、ナットの緩みが認められた。 
 
※１ シリンダ始動弁： 

D/Gを起動させる際、クランク軸を回転させるための始動用空気をシリンダ内に注入する弁で、D/G起
動後、始動弁は閉止する。 

※２ 保安規定の運転上の制限： 
運転中は、非常用ディーゼル発電機２台が動作可能であることが求められている。１台が動作不能（待
機除外）となったときは、残りの１台について４時間以内に起動試験を行い、動作確認を行うことが定
められている。 

 

２．原因 

  弁棒上部のナットには、本来廻り止めピンが取り付けられている構造であったが、当該品ではこ

のピンがなかったことから、定期負荷試験時等での弁の開閉動作に伴ってナットが徐々に緩み、弁

が完全に閉止しない状態となり、Ｄ/Ｇ起動後、シリンダ内の燃焼ガスが始動弁側に逆流し、異音と

温度上昇が発生したものと推定された。 
廻り止めピンが取り付けられていなかった原因は、以下の経緯によるものであった。 

・始動弁はＤ/Ｇ分解点検時に取り外し、工場で部品の手入れ後、発電所で予備品（ローテーション

パーツ）として保管し、次回取付け時、各部の寸法を確認し、廻り止めピンを取り付けた後、 
Ｄ/Ｇに組み込んでいた。 

・平成15年、異物管理を徹底するため、工場にて部品手入れと寸法確認、廻り止めピンの取付けま

で行い、完成品として発電所で保管し、次回取付け時そのままD/Ｇに組み込むよう組立手順を変

更した。 
・今回の始動弁は、平成15年以前の手順にて手入れし、予備品（廻り止めピンのない状態）として

保管されていたが、平成 17 年のＤ/Ｇ分解点検時に組み込む際、新しい手順にて保管されていた

予備品（廻り止めピンが取り付けられた完成品）と思い込み、Ｄ/Ｇにそのまま組み込んだ。 
・このため、廻り止めピンが取り付けられていない始動弁が組み込まれた。 
 以上のことから、今回の原因は、Ｄ/Ｇ分解点検後の組立時に、部品（始動弁）の品質管理が不十

分であり、また、組立手順の変更が予備品（ローテーションパーツ）の管理に全く反映されていな

かったことが原因と推定された。 

添付資料―３ 

10



 
 

 

３．対策 

・始動弁全台（14台）について、廻り止めピンがある予備品に取替えた。その後、A－D/G の確認

試験を行い、９月29日に保安規定に定める運転上の制限を満足した状態に復帰した。 
・今回の始動弁の組立手順の変更は、高浜発電所として改訂したものであったことから、高浜発電

所にある当該Ｄ/Ｇ以外のＤ/Ｇ全７台について、廻り止めピンがついた始動弁が取り付けられてい

ることを確認した。 
・今後、機器の分解点検後の組立作業にあたっては、部品の品質管理を徹底するとともに、組立手

順を変更する際には、既に保管されている予備品（ローテーションパーツ）が、変更内容に合致

した状態で保管されているかを確認する。 
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【Ａ－非常用ディーゼル発電機の仕様】
　　出　 力 ： ５，４００ｋＷ（１４気筒）
　　全　 長 ： 約７ｍ
　　全　 高 ： 約４ｍ
　　全 　幅 ： 約４ｍ

空気だめ
圧縮機より

高浜発電所３号機　Ａ－非常用ディーゼル発電機の待機除外について

Ａ－非常用ディーゼル発電機概要図 Ａ方向より見た
Ｎｏ．１　シリンダ部の断面概要図

シリンダ
ブロック

ピストン

主始動弁

始動弁

始動空気
管制弁

始動カム

：通常の始動時の空気の流れ

：今回の試験運転時の空気の流れ

始動弁断面概要図

管制ピストン
（黄銅）

割ピン（鉄線）

約４６ｃｍ

約４ｃｍ

①弁棒とナットを固定する廻り止めピ
ン（割りピン）が取り付けられていな
かった。

②第１６回定期検査（Ｈ１７年）以降の
運転でナットが緩んだ。

③ナットが緩み弁体と弁箱の間に
すき間ができ、シリンダ内の燃焼
ガスが弁内に逆流。

ナット（炭素鋼）

始動空気

④弁内の燃焼ガスが始動空
気配管に逆流。

シリンダ
カバー

シリンダ
カバー

弁棒
（ステンレス鋼）

管制空気

シリンダ内
燃焼ガス

通常運転中に
は、弁は閉止し
ているが、今回
の試験運転では
ナットが緩み、弁
が開いた状態に
なり、シリンダ内
の燃焼ガスが逆
流。

弁箱
（鋳鉄）

バネ（バネ鋼）

バネ受け（炭素鋼）

間隔管
（炭素鋼）

始動空気

管制空気

割りピン

案内筒
（鋳鉄）

割りピンがある状態

ナット

弁棒

Ｎｏ．１　シリンダ部

Ａ方向

添付図３

弁体
（ステンレス鋼）
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